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令和５年６月８日 

総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

「森林生態系多様性基礎調査」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 全国土について、４km間隔の格子線を想定し、その交点のうち、森林に該

当する調査点、約１万６千点の定点観測網を設定し、５年をかけてこれら

を網羅するように植生等の調査を実施（平成 31年度～令和５年度は 15調

査区に別けて実施） 

実施期間 ※各調査区における実施期間等については資料Ｇ－３を参照 

受託事業者 〃 

契約金額（税抜） 〃 

入札の状況              〃 

事業の目的 持続可能な森林経営の推進に資する観点から、森林の状態とその変化の動

向を全国統一した手法に基づき把握・評価することにより、森林計画にお

ける森林の整備に係る基本的な事項等を定めるのに必要な客観的資料を

得ることを目的として実施する調査である。 

選定の経緯 競争性に課題があったことから、平成 25年度基本方針において選定 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することが適当である。 

 

２ 検討 

（１）評価方法について 

林野庁から提出された平成 31 年４月から令和５年３月までの実施状況についての

報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点から評価を行う。 

資料７ 
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（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の達成状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

確保されるべき水準 評価 

本事業の実施に当たり、積雪等によ

り冬期の現地調査の実施に制約がある

調査点を優先して実施するなど、林野

庁と調整の上、調査適期にスケジュー

ルに沿って確実に業務を遂行するこ

と。 

 

適 

スケジュールに沿って実施され

ており、林野庁との調整も行われ

た。 

本事業については、全ての調査区で

同一の調査方法により、現地調査を実

施する必要があるため、「調査マニュア

ル」に記載された調査方法を遵守・徹底

すること。このことにより、精度検証事

業で行われるコントロール調査の結

果、基礎調査受託者の調査した結果と

著しい乖離を生じたとして林野庁から

再測を命じられることのないよう、適

切に調査すること（業務期間中の５年

間で受けることとなる合計約 40カ所の

コントロール調査のうち、再測指示を

受ける回数は２回以下とすること）。 

適 

調査マニュアルに基づき、適切に

調査を実施した。 

  再測指示があったのは、4年間 15

地区のうち１地区の事業者で令和

元年度に１回のみであった。 

精度検証事業で実施する研修に参加

した者による社内研修を、調査開始前

までに終了させることとし、遅くとも

受講後１ヶ月以内に実施すること。 

概ね適 

各基礎調査受託者とも調査開始

前までに社内研修を終了させてお

り、概ね受講後１ヶ月以内に実施し

た（15地区×４年間（令和元年度～

令和４年度）の 60件中、54件）。な

お、1 ヶ月を超える場合も新型コロ

ナウイルス感染症への対応等のや

むを得ない事情によるものであっ

た。 
 

民間事業者から

の改善提案（一

・地区、標高、アクセスルート、過年度の調査結果（立木数、傾斜、植生等）な

どから、調査点ごとの難易度を一覧表及び図面に整理することにより、効率的
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例） な現地調査計画の策定などが図られた。 

・現地調査においては、調査精度を維持する観点から、調査時の役割分担の明

確化や調査手法のルール化により、調査対象木の見落としや調査誤りを防ぐ対

策が図られていた。 

・民有林の所有者同意取り付けにおいて、所有者が不明な地点については、法

務局、市町村地籍調査部署、森林組合への問い合わせなど多角的な探索を行う

ことにより所有者の特定に努めた。 

 

（３）実施経費（税抜） 

実施経費は、従来経費と比較して１調査点あたり 980円増加している。しかしながら、

実施経費の約４割を人件費が占めており、人件費の上昇（設計業務委託等技術単価に基

づき算出）を考慮すると、一定の効果があったものと評価できる。 

（税抜：円） 

区 分 従来経費 実施経費 増加額(率)又は上昇額(率) 

1 調査点あたりの平均請負

単価（※１） 

100,518 101,498 980（1.0％） 

１調査点あたりの人件費上

昇分を加味した平均請負単

価の試算額の上昇（※２） 

100,518 110,390 9,872（9.8％） 

（※１）従来経費は、平成 25年度の実施経費 347,389,000円を 3,456調査点で割った１調査点あた

りの平均請負単価。実施経費は、平成 31年４月～令和６年３月までの経費 1,676,033,000 円

を 16,513調査点で割った１調査点あたりの平均請負単価。     

（※２）設計業務委託等技術者単価による年間人件費の上昇 

国土交通省が毎年設定している技術者単価で、従来経費（平成 25年度）と実施経費（平成

31年度）を試算すると 23％上昇している。本事業の人件費の割合は４割程度であり、１調査

点あたりの人件費上昇分を加味した平均請負単価は 9.8％上昇している。 

 

（４）選定の際の課題に対応する改善 

課題 市場化テスト前は、17調査区のうち、１調査区で３者応札、２調査区で

２者応札、13調査区で１者応札、１調査区で応札なしとなっており、競争

性に課題が認められた。 

市場化テストにおいて、入札公告期間を約２週間から約１ヶ月に延長し

たこと、奇数の調査区と偶数の調査区をわけて入札を実施したこと等、競

争性改善のための取組を行った。また、過去の説明会参加者にメーリング

リストを用い入札情報の周知を行ったこと等、応札の可能性がある者に対

して、広く周知を行った。 
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その結果、15 調査区のうち、9 調査区で複数応札となり、競争性は著し

く改善された。 

１者応札となった 6 調査区のうち関東２地区については、市場化テスト

１期目で複数応札となっているが、５調査区については市場化テスト１期

目、２期目ともに１者応札となった。今後は、これらの調査区についても、

入札参加を促す努力を引き続きすべきである。 

本事業については、15調査区ごとの契約により実施しており、半数以上

の調査区で競争性が確保されており、事業の実施期間全般の状況も勘案す

れば、競争性は確保されていると総合的に判断できる。 

 

（５）評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質について、概ね目

標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案についても、効率的な現地調査計画の策定等、民間事

業者のノウハウと創意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価できる。  

実施経費についても、（３）のように一定の効果があったものと評価でき、公共サ

ービスの質の維持向上と合わせて、経費の削減が図られたものと評価できる。  

15 調査区のうち、9 調査区で複数応札となり、事業の実施期間全般の状況も勘案す

れば、事業全体として競争性は確保されていると総合的に判断できる。 

 

（６）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」

（平成 26年３月 19日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（１）の基準を満たし

ていることから、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することが適当であ

ると考えられる。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革

に関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理

委員会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、

入札参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、林野庁が自ら

公共サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 

また、市場化テストを通じて、これまで培われてきた知見を共有するなど、新規事

業者が参入できる環境整備についても、今後も林野庁が自ら進める努力を続けていく

ことを求めたい。 
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令和５年５月 23 日 
林野庁森林整備部計画課 

 

民間競争入札実施事業 

「森林生態系多様性基礎調査」の実施状況について 

 

 

1．事業の概要 

(1) 業務内容 

本業務は、持続可能な森林経営の推進に資する観点から、森林の状態とその変化

の動向を全国統一した手法に基づき把握・評価することにより、森林計画における

森林の整備に係る基本的な事項等を定めるのに必要な客観的資料を得ることを目的

として実施する次のア）～ウ）で構成される業務のうち、ア）に関する業務であ

る。 

調査地点（定点）における地況（標高、斜面方位等）、林況（林種、樹種等）及

び生態系の多様性の状況（下層植生、枯損木等）等の現地調査等を実施するもので

ある。 

 

ア）森林生態系多様性基礎調査（第５期） 

イ）森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査（第５期） 

ウ）森林資源調査データ解析（第５期） 

 

(2) 契約期間及び受託事業者 

 調査区 落札業者 応札 

者数 

契約期間 

自 至 

森林生態系多様性基礎調査 第１調査

区（北海道１地区）（第５期） 

パシフィックコンサルタンツ

株式会社 

１ 平成 31年 4 月 17日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第２調査

区（北海道２地区）（第５期） 

株式会社三共コンサルタント ２ 平成 31年 4 月 19日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第３調査

区（北海道３地区）（第５期） 

株式会社セ・プラン １ 平成 31年 4 月 12日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第４調査

区（東北１地区）（第５期） 

日本工営株式会社 ３ 平成 31年 4 月 18日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第５調査

区（東北２地区）（第５期） 

環境指標生物・エコリス共同

事業体 

２ 平成 31年 4 月 19日 令和 6 年 3月 1 日 

別添 
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森林生態系多様性基礎調査 第６調査

区（関東１地区）（第５期） 

一般社団法人フォレスト・サ

ーベイ 

２ 平成 31年 4 月 12日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第７調査

区（関東２地区）（第５期） 

グリーン航業株式会社 １ 平成 31年 4 月 8日 令和 6 年 3月 1 日 

森林生態系多様性基礎調査 第８調査

区（中部１地区）（第５期） 

株式会社アドプランツコーポ

レーション 

１ 平成 31年 4 月 18日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第９調査

区（中部２地区）（第５期） 

グリーン航業株式会社 ２ 平成 31年 4 月 8日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 10 調査

区（近畿１地区）（第５期） 

株式会社アドプランツコーポ

レーション 

１ 平成 31年 4 月 18日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 11 調査

区（近畿２地区）（第５期） 

日本工営株式会社 ２ 平成 31年 4 月 18日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 12 調査

区（中国地区）（第５期） 

パシフィックコンサルタンツ

株式会社 

３ 平成 31年 4 月 17日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 13 調査

区（四国地区）（第５期） 

株式会社緑化技研 １ 平成 31年 4 月 8日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 14 調査

区（九州１地区）（第５期） 

熊本県森林組合連合会 ２ 平成 31年 4 月 16日 令和 6 年 3月 8 日 

森林生態系多様性基礎調査 第 15 調査

区（九州２地区）（第５期） 

熊本県森林組合連合会 ２ 平成 31年 4 月 8日 令和 6 年 3月 8 日 

 

(3) 受託事業者決定の経緯 

森林生態系多様性基礎調査業務における民間競争入札実施要項に基づき、入札参加

者から提出された企画書について、林野庁内に設置する評価委員会において審査した

結果、いずれも評価基準を満たしていた。 

入札価格については、平成 31年２月 27日（奇数調査区）、３月 12日（偶数調査区）

に開札した結果、２者は予定価格を超過、24者は予定価格の範囲内であった。後者に

ついて総合評価点を算出し、上記(2)の事業者が落札者となった。 

 

(4) 実施状況の評価期間 

  平成 31年４月 ～ 令和５年３月 
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2．確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 

業務の実施において、確保されるべきサービスの質は達成されている。詳細は以下の

とおり。 

業 務 

（基礎調査） 

確保されるべきサービスの質 確保されるべきサービスの質の 

達成状況及び業務の実施状況 

調査適期での

現地調査の実

行（要項２（２）

ア） 

本事業の実施に当たり、積雪

等により冬期の現地調査の実施

に制約がある調査点を優先して

実施するなど、林野庁と調整の

上、調査適期にスケジュールに

沿って確実に業務を遂行するこ

と。 

スケジュールに沿って実施されており、

林野庁との調整も行われていた。 

「調査マニュ

アル」の遵守

徹底（要項２

（２）イ） 

本事業については、全ての調

査区で同一の調査方法により、

現地調査を実施する必要がある

ため、「調査マニュアル」に記載

された調査方法を遵守・徹底す

ること。このことにより、精度検

証事業で行われるコントロール

調査の結果、基礎調査受託者の

調査した結果と著しい乖離を生

じたとして林野庁から再測を命

じられることのないよう、適切

に調査すること（業務期間中の

５年間で受けることとなる合計

約 35 カ所のコントロール調査

のうち、再測指示を受ける回数

は２回以下とすること）。 

調査マニュアルに基づき、適切に調査を

実施していた。 

再測指示があったのは、4年間 15地区の

うち１地区の事業者で令和元年度に１回の

みであった。 

社内研修の早

期実施（要項

２（２）ウ） 

精度検証事業で実施する研修

に参加した者による社内研修

を、調査開始前までに終了させ

ることとし、遅くとも受講後１

ヶ月以内に実施すること。 

各事業者とも調査開始前までに社内研修

を修了させており、概ね受講後１か月以内

に社内研修を実施し、その後の事業の早期

着手に努めていた（15地区×４年間（R1～

R4）の 60 件中、54 件）。なお、1 か月を超

える場合もあったが、新型コロナウイルス

感染症への対応等のやむを得ない事情によ

るものであった。 



8 
 

3．受託事業者からの提案による改善実施事項等 

本事業は、総合評価落札方式により受託事業者から提出された提案に基づき事業を

実施している。各調査区における改善事項例は以下のとおり。 
 本事業は、積雪や落葉により調査期間が限られるものであるため、効率的な調査と

なるような事前の調査計画が極めて重要である。地区、標高、アクセスルート、過年

度の調査結果（立木数、傾斜、植生等）などから、調査点ごとの難易度を一覧表及び

図面に整理することにより、効率的な現地調査計画の策定が図られたほか、調査途中

における突発的な事態に対しても、他の調査点への振替など迅速な対応が可能となり、

調査の効率化に繋がった。 

 現地調査においては、調査精度を維持する観点から、調査時の役割分担の明確化や

調査手法のルール化により、調査対象木の見落としや調査誤りを防ぐ対策が図られて

いた。 

 また、調査点の難易度に応じた適切な人員の配置や、関係機関との密な連絡が心掛

けられたことにより効果的に現地調査が実施された。さらに、民有林の所有者同意取

り付けにおいて、所有者が不明な地点については、法務局、市町村地籍調査部署、森

林組合への問い合わせなど多角的な探索を行うことにより所有者の特定が進められ

た。 

 

4．実施経費の状況及び評価 

(1) 実施状況について 

 本事業は全国の調査点を５年で一巡する調査であり、平成 25 年度までは単年度

事業として実施してきたが、市場化テストの実施により平成 26 年度から５年間の

国庫債務負担契約となっている。また、市場化テスト導入前は全国を 17 地区に分

けて調査を実施していたが、導入後は調査地区の見直しを行い、15 地区に分けて

調査を実施している。各調査地区の区割りや地点数が市場化テストの前後で異なる

ことから、調査地区単位での単純な比較は困難である。そのため、市場化テスト導

入前の平成 25 年度の実施状況と導入後の今回（令和１～５年度）の実施状況をそ

れぞれ、１調査地点あたりの平均値で比較した。 

 
(2) 実施経費の比較 

区分 実際の平均請負単価（税抜） 人件費上昇分を加味して試算

した平均請負単価（税抜） 

今回（R1～R5） 101,498円/調査点 110,390円/調査点 

導入前（H25） 100,518円/調査点 100,518円/調査点 

経費比較 980円/調査点 の増額 9,872円/調査点 の増額 
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平均請負単価について、契約時の請負単価は契約金額の総額を発注点数で除し、算

出した。また、市場化テスト導入前の平均請負単価について導入前（H25）から第２期

契約時（H31）の人件費上昇分を加味した試算を行った。 

 

市場化テスト導入後（今回） 

平成 31年４月８日から令和６年３月８日までの実施経費：1,676,033,000円（金額

は税抜き、以下同じ。） 

調査点あたりの経費：1,676,033,000円÷発注点数 16,513地点 

                             ＝ 101,498円 

※変更契約後の金額及び発注点数で計算 

 

市場化テスト導入前 

平成 25年度の実施経費： 347,389,000円 

調査点あたりの経費：347,389,000円÷発注点数 3,456地点 

                           ＝ 100,518円 

 

(3) 評価 

実施経費（平均請負単価）は、導入前と比較して 980円（1.0％）増加している。し

かしながら、本事業に占める人件費の割合は約４割を占めており、導入前の実施経費

の人件費部分に５年間分の人件費の上昇（123％：設計業務委託等技術者単価※に基づ

き算出）を加味すると、平均請負単価は 9,872円（9.8％）の増加となる。このことか

ら、人件費の増加を考慮すると実質的な実施経費は削減されており（9,872円‐980 円

＝8,892円の削減効果）、民間競争入札導入の効果があったものと評価できる。 

 

※ 国土交通省が公共事業の計画、設計等の業務に従事する技術者に対する賃金の支

払い実態等に関する調査に基づき毎年設定する技術者単価であり、林野庁における

調査設計等業務の積算根拠として使用。平成 25年度から令和元年度にかけて人件費

は約２割増加している。 

 

5．競争性改善のための取組と分析 

(1) 市場化テストでの取組及び実施状況の比較 

  競争性改善の状況を比較するために、市場化テスト導入前の平成 25 年度と導入後

の今回（令和１～５年度）の入札において、それぞれ平均応札者数と１者応札割合を

算出し比較した。 
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区分 平均応札者数 １者応札割合 

今回（R1～R5） 1.7者 40％ 

導入前（H25） 1.2者 82％ 

 

ア 平均応札者数 

 応札者数（導入前は 20、今回は 26）を、全調査区数（導入前は 17、今回は 15）

で割り、それぞれ算出した。 

 

イ １者応札割合 

   １者応札（応札なし含む）となった調査区数（導入前は 14、今回は６）を全調査

区数（導入前は 17、今回は 15）で割り、それぞれ算出した。 

 

平均応札者数は、導入前に比べて 0.5者程度上回ることができた。また、１者応札

割合は導入前の 82％（14/17 調査区）から 40％（6/15 調査区）に改善することがき

た。これは、入札公告期間を約２週間から約１か月間に延ばしたこと、過去の説明会

参加者にメーリングリストを用い入札情報を周知したこと、全国４ヶ所（札幌、東京、

大阪、熊本）で入札説明会を開催したこと等により、入札公告が多くの事業者の目に

留まった結果だと考えられる。また、入札公告の開始を早めたことで契約後の調査期

間が確保され、事業者の負担軽減につながったこと、奇数区と偶数区で開札日を分け

ることで、はじめの入札結果に応じて次の入札も可能とするスケジュールにしたこと

も、応札者が増えた要因と考えられる。 

 

(2) １者応札地区の要因・分析・今後の改善の方向性 

今回の入札後、１者応札となった地区について、入札に参加しなかった事業者を対

象としたヒアリングを実施したところ、 

・生物同定等が可能な技術力のある人材の確保が困難、 

・本拠地以外の調査区でこれまでの金額での受注は困難、 

・他の業務との兼ね合いから手持ち人員の確保が困難、 

といった回答があった。 

生物同定等が可能な技術力のある人材の確保については、本調査の精度維持のため

には必要不可欠なものであり、この条件を外すことは不可能である。また、その他の

理由については、コストの問題や、人手の確保に関するものであり、入札者側の考え

方や体制に依存することから、発注者としての改善は難しいと考えている。 
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6．全体的な評価 

本業務の実施に当たり、確保すべきサービスの質として設定された指標（目標）は、

概ね達成されていることから、良好に業務が実施されていると評価できる（一部、達成

のされていない項目があったが、新型コロナウイルス感染症への対応等のやむを得ない

事情によるものであった）。 

また、受託事業者からの改善提案により、調査点ごとの難易度を一覧表及び図面に整

理することで、効率的な現地調査計画の策定が図られたほか、現地調査時の役割分担の

明確化や調査手法のルール化により、調査対象木の見落としや調査誤りを防ぐ対策が図

られるなどサービスの質の向上が見られた。 

経費削減効果については、一地点あたりの平均請負単価は 980円（1.0％）増加した。

しかしながら人件費の増加を加味した分析を行ったところ、実質的には 8,892円（8.8％）

の経費削減効果があったと考えられる。 

競争性の確保については、１者応札の調査区はあるものの、発注者側で可能な限りの

対応を行っており、15地区のうち過半数の９地区において複数者の応札を達成できたほ

か、１者応札割合も 82％から 40％と大幅に改善されており、事業全体として、競争性は

一定程度確保されていると考える。 

 

 

7．今後の事業（方向性） 

事業全体を通じた実施状況は以下のとおりである。 

（１）実施期間中に受託事業者が業務改善指示を受ける、業務に係る法令違反行為等

を行った実績はない。 

（２）林野庁に設置している、外部有識者で構成する林野庁入札等監視委員会におい

て、事業実施状況のチェックを受ける仕組みがあり、本業務に係る契約につい

ても監視の対象とされていることから、今後も引き続き外部有識者等のチェッ

クを受ける仕組みが確立できている。 

（３）対象公共サービスの確保される質に係る目標おいて、やむを得ない事情による

ものを除き、目標を達成している。 

（４）導入前と比較して平均請負単価は 980円（1.0％）増加していた。しかしながら

人件費の増加を加味した分析を行ったところ、実質的には 8,892円（8.8％）の

経費削減の効果があったと考えられる。 

（５）１者応札の調査区はあるものの、発注者側で可能な限りの対応を行っており、

15地区のうち過半数の９地区において複数者の応札を達成できたほか、１者応

札割合も 82％から 40％と大幅に改善されており、事業全体として、競争性は一

定程度確保されている。 
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以上のことから、本事業は「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する

指針」Ⅱ.１.（１）の基準を満たし、良好な結果を得られていると考える。 

このため、本事業については、今期をもって市場化テストを終了させていただき、今

後は当庁の責任において事業を実施することとしたい。 

なお、市場化テスト終了後においても、これまでも官民競争入札等管理委員会におけ

る審議を通じて厳密にチェックされてきた公共サービスの質、実施期間（５年間の複数

年契約）、入札参加資格、入札手続に関する事項等の指摘を踏まえた上で、引き続き公共

サービスの質の向上、コストの削減等を図る努力をしてまいりたい。 

 

 

 

 

 



人件費の上昇割合を加味した平均請負単価について

① 本事業の予定価格算定における人件費については、国土交通省の「設計業務委託等技術者単価」を使用している。
https://www.mlit.go.jp/tec/gyoumu_tanka.html

この「設計業務委託等技術者単価」について、
市場化テスト導入前（H25）の単価から第２期の今回契約時（H31）の単価の上昇割合は以下のとおり。

平成25年度 平成31年度 上昇割合
主任技術者 54,700 68,800 126%
理事、技師長 50,800 63,500 125%
主任技師 44,700 53,800 120%
技師（A） 38,900 47,500 122%
技師（B） 31,500 39,100 124%
技師（C） 26,200 32,000 122%
技術員 21,800 26,400 121%

平均 123%

② 実施状況報告P4にて、市場化テスト導入前（H25）の平均請負単価は以下のとおり。
平成25年度契約 100,518円/調査点（税抜き）

この平均請負単価に占める人件費の割合を、42.7％（※）とする。
※「森林生態系多様性基礎調査における民間競争入札実施要項　平成30年12月」のP29、１．委託費の内訳（H29年度）から算出

平均請負単価を、人件費とそれ以外に分けると以下のとおり。
人件費 人件費以外 計

平成25年度契約 42,921 57,597 100,518

①で算出したH25からH31にかけての人件費の上昇割合（123％）を、H25年度契約の人件費に乗じた場合の
　仮の平均請負単価の計算は以下のとおり。　（人件費以外は変わらないと仮定）

人件費 人件費以外 計
平成25年度契約 42,921 57,597 100,518
平成31年度（仮） 52,793 57,597 110,390

③ 人件費の上昇割合を考慮すると、H31年度契約単価は、110,390円まで上昇した可能性があったと考えれらる（9,872円増）。
しかしながら、H31年度契約の平均請負単価の実績は、101,498円であり、980円増の上昇に留まっている。
このことから、１点あたり（9,872円－980円＝）8,892円、
全体で、（8,892円×16,513点＝）146,833,596円の削減効果があったものと考えられる。

※「設計業務委託等技術者単価」は、国土交通省が所管する公共事業の計画、設計等の業務に従事する技術者に対する賃金の支払い実態等に関する調査（調
査設計業務等技術者給与等実態調査）に基づき、同省において毎年設定する技術者単価であり、林野庁における調査設計等業務の積算根拠として使用され
る。

×1.23
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